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基本診療料基
本
診
療
料

1．基本診療料（初診料・再診料・入院料等）には以下のような簡単な診療行為、

検査等が含まれる。

　①簡単な検査（血圧測定検査、膿瘍診断の穿刺、滲出物・分泌物の内容検査）、

スタディモデル　②消炎、鎮痛を目的とする理学療法　③口腔軟組織の処置

④単純な外科後処置　⑤口角びらんの処置　⑥有床義歯の監視　⑦暫間固定

の監視　⑧歯科の一般検査（スクリーニングとしての脈拍・アレルギー・呼

吸機能・咀嚼検査等）

2．「医科点数表」の次に掲げる処置は、歯科診療報酬点数表で基本診療料に含

まれる。

　①鼻処置　②口腔・咽頭処置　③喉頭処置　④ネブライザー　⑤熱傷処置　

⑥皮膚科軟膏処置　⑦消炎鎮痛等処置

3．同一の保険医療機関（医科・歯科併設の保険医療機関を除く）で、２以上の

傷病に罹っている患者が、それぞれの傷病につき同時に初診または再診を行

った場合、初診料または再診料は１回限りの算定となる。

4．同一の保険医療機関（医科・歯科併設の保険医療機関を除く）で、２人以上

の保険医（２以上の診療科にわたる場合も含む）が初診または再診を行った

場合、初診料または再診料は１回限りの算定となる。したがって、歯科診療

は、１口腔１初診として取り扱う。

5．歯科診療における診療科は、歯科、小児歯科、矯正歯科および歯科口腔外

科を同一とみなす。

6．医科・歯科両者にまたがる場合の取り扱い

①医科・歯科併設の保険医療機関で、医科診療科に入院中の患者が歯または

口腔の疾患のために歯科で初診もしくは再診を受けた場合、または、歯科

の傷病で入院中の患者が他の傷病で医科診療科で初診もしくは再診を受

けた場合等、医科・歯科両者にまたがる場合は、それぞれの診療科で初診

料または再診料を算定することができる。

②同一の傷病または互いに関連のある傷病で、医科と歯科を併せて受診した

 ｜　初診料　｜
◇歯科初診料［218］（略称　初診）
１．疾病の終末に至るまでの基本的な診療料を含め、初診月に請求するもので、
主訴はもちろん、他の疾患等、口腔全体を記録する。

２．患者の傷病について歯科医学的に初診といわれる診療行為があった場合に
算定する。

３．同一の保険医が別の医療機関で同一患者の診療を行った場合は、最初に診
療を行った医療機関で初診料を算定する。

４．傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合は、初診料は併
せて1回とし、第1回の初診の時に算定する。

５．診察の結果、疾患としての兆候が認められない場合、傷病名欄に「○○の疑
い」、「原因不明の疼痛」等として初診料を算定できる。

６．①欠損補綴を前提とした抜歯で抜歯後印象採得まで1カ月以上経過した場
合や、歯周疾患等慢性疾患の場合など明らかに同一の疾病または負傷である
と推定される場合、または②［歯管］または［歯在管］を算定するなど管理計画
に基づき継続的に診療を行っている場合、初診料は算定できない。

　　なお［歯管］、［歯在管］算定の場合、管理計画に基づく一連の治療終了日か
ら2カ月を超えた場合は、初診料を算定できる（2カ月以内は再診扱い）。

７．患者が任意に診療を中止し1カ月以上経過した場合は、同一病名または同
一症状によるものであっても初診料は算定できる。

場合には、主たる診療科においてのみ初診料または再診料を算定する。

7．入院患者の場合の取り扱い

①入院中は、再診料は算定できない。また、入院中の患者が入院診療科以外の

診療料で、入院の原因となった傷病以外で再診を受けた場合も、再診料は算

定できない。なお、この場合、再診料以外の検査、治療等の費用の請求は、

レセプトの入院用を用いる。

②歯科疾患以外の疾病で他科に入院中の患者が、歯科に外来として来ている場

合は再診料を算定できる。


